
◎農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律 
（平成二九年六月二日法律第四八号）   

一、提案理由（平成二九年五月一〇日・衆議院農林水産委員会） 

○山本（有）国務大臣 農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律案につきまし

て、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 

 農村地域工業等導入促進法は、昭和四十六年に制定され、工業及びその関連業種の農

村地域への導入を促進し、これまで六十万人以上の新たな雇用を創出してまいりました。 

 しかしながら、今日、産業構造が変化する中で、全就業者数に占める工業等の就業者

数のウエートが低下する一方、農村地域に就業の場を確保するためには、地域に賦存す

る資源を活用した産業など、工業等以外の産業を導入することが必要となっております。 

 こうした状況を踏まえ、平成二十八年十一月に改定されました農林水産業・地域の活

力創造プランに基づき、農村地域工業等導入促進法について、優良農地を確保し、農地

の集団化その他農業構造の改善を促進しつつ、導入促進の対象となる業種を拡大するこ

とによって、農村地域において就業の場を確保するため、この法律案を提出した次第で

ございます。 

 次に、この法律案の主要な内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、農村地域への導入促進の対象となる業種の拡大についてでございます。 

 現行では、本法による導入促進の対象となる産業の業種は工業等に限定されておりま

すが、農村地域における新たな就業の場の一層の確保に資するため、この限定を廃止し、

対象となる産業の業種を拡大することとしております。具体的な業種につきましては、

都道府県が策定する基本計画に即して、市町村が実施計画に定めることになります。 

 第二に、都道府県が策定する実施計画の廃止についてでございます。 

 現行では、工業等の導入に関する実施計画は、市町村のほか、大規模なものに限って

都道府県も策定できることとされておりますが、近年の策定実績が乏しいこと等から、

都道府県が策定する実施計画につきましては、廃止するものとしております。 

 以上が、これらの法律案の提案の理由及び主要な内容でございます。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願いを申し上げます。 

二、衆議院農林水産委員長報告（平成二九年五月一六日） 

○北村茂男君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、最近における農業、農村をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、農村地域にお

いて就業の場を確保するため、農村地域への導入を促進する産業の業種を全業種に拡大

する等の措置を講ずるものであります。 

 本案は、去る五月九日本委員会に付託され、翌十日山本農林水産大臣から提案理由の

説明を聴取し、十一日質疑を行いました。質疑終局後、討論を行い、採決をいたしまし

たところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であり



ます。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、 参議院農林水産委員長報告（平成二九年五月二六日） 

○渡辺猛之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、農林水産委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、最近における農業、農村をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、農村地域

への導入を促進する産業の業種を全業種に拡大する等の措置を講じようとするものであ

ります。 

 委員会におきましては、導入対象業種を拡大する趣旨、就業機会を提供する対象者、

優良農地を確保する必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によっ

て御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、民進党・新緑風会を代表して舟山委員より

反対、日本共産党を代表して紙理事より反対、希望の会（自由・社民）を代表して森委

員より反対する旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成二九年五月二五日） 

 農村の高齢化・人口減少が進む中で、優良農地を確保しつつ、農業の持続的な発展を

図るとともに、農村地域における就業の場を確保し、農村の機能を維持していくことが

重要である。 

 よって政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実現に万全を期すべきである。 

一 国が策定する基本方針において、既存の産業導入地区内に造成済みの遊休地がある

場合にはその活用を優先させることを明記すること。また、農業と導入産業との土地

利用調整を行う際には、農用地区域外での開発を優先させるとともに、農業上の効率

的な利用に支障が生じないようにすることを明記し、優良農地の確保に努めること。

加えて、今国会で改正された土地改良法に基づく農地中間管理機構関連事業で費用負

担を求めずに事業を実施した農地については、少なくとも農地中間管理権の存続期間

中は産業導入地区に含めないことを明記すること。 

二 都道府県の基本計画の策定及び市町村の実施計画の策定に当たっては、産業の施設

用地と農用地等の利用調整が適切に行われるよう、必要な指導・助言を行うこと。 

三 法施行後の土地利用の調整の状況について検討を加え、優良な農地が十分に確保で

きなくなるおそれがあると認めるときは、所要の措置を講ずること。 

四 農村地域へ導入される産業の業種が拡大されることに鑑み、農地法に基づく農地転

用許可の特例や、農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域からの除外の特例に



ついては、その厳格な運用に努めること。 

五 農業・農村の維持発展のため、新規就農者の確保や農業の多面的機能の発揮に努め

るとともに、産業を導入するに当たっては、六次産業化など地域に賦存する資源を活

用する地域内発型産業の導入を推進し、農業と導入される産業の均衡ある発展及び雇

用構造の高度化に資するものとなるよう、また、農村地域の自然環境や生活環境の保

全に十分配慮するよう、都道府県及び市町村に対して指導・助言を行うこと。 

六 農村地域に導入される産業に地元住民及び地域への移住者が円滑に就業できるよう、

雇用情報の収集・提供等の必要な支援を行うよう努めること。 

  右決議する。 


